
 

 

― 第１回 松岡地区区長会 ― 

（松岡東西地区・吉野御陵地区） 

       

会 議 資 料 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

日 時    令和５年 1 月 30 日(月) 

午後７時から    

 

場 所  永平寺町役場３階大会議室                    

 

 

― 永 平 寺 町 － 
 





――  会 議 次 第 ―― 

 
日時 令和５年 1 月 30 日(月)午後 7 時から 

場所 永平寺町役場３Ｆ 大会議室 

   

１ 開会  

 

２ 町長あいさつ 

  議長あいさつ 

 

３ 報告及びお願い事項 

（１）総務課   

① 主な行事予定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ2 

② 区から選出を依頼する委員等について ・・・・・・・・・・・・ Ｐ3 

③ 町内会等に対する補助事業について ・・・・・・・・・・・・・ Ｐ4～7 

④ 区長会役員にお願いする職務について ・・・・・・・・・・・・ Ｐ8 

⑤ 総務課からの報告・お願い事項 ・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ9～12 

⑥ 交通災害共済について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ13 

⑦ 事務組織構図・主な業務について ・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ14 

 

（２）防災安全課 

① 交通指導員の推薦について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ15～16 

② 個別避難計画について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ17 

③ 防災行政無線定時放送の一部停止について ・・・・・・・・・・ Ｐ18 

 

（３）住民税務課 

① 確定申告について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ19 

② 住民税務課からのお知らせ・お願い・・・・・・・・・・・・・・ P20 

③ 「町民清掃の日」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ21 

 

（４）福祉保健課 

① 赤十字活動および会費（活動資金）募集について ・・・・・・・ Ｐ22 

② 地域包括ケアシステムについて ・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ23～25 

 

（５）子育て支援課 

① 永平寺町遊具整備費補助金事業の概要について・・・・・・・・・  P26 



 

（６）商工観光課 

① 九頭竜フェスティバル・永平寺大燈籠ながしについて ・・・・・ Ｐ27～28 

 

（７）学校教育課 

① 小中学校登下校時の見守りについて ・・・・・・・・・・・・・ Ｐ29 

 

（８）消防本部 

① 消火栓器具の点検整備について ・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ30 

 

（９）議会事務局 

① 永平寺町議会からのお願い事項 ・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ31 

 

   （10）その他 

① 永平寺町社会福祉協議会からのお願い ・・・・・・・・・・・・ Ｐ32 

. 

 

４ 質疑応答 

 

  ５ 役員選出 

     会長 

     副会長 

 

  ６ 新会長あいさつ 

 

  ７ 閉会  
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補助事業の名称 事業の内容 補助額又は補助率 担当課

1 町有地維持管理事業 町有地において地域住民が草苅作業をすることに対して助成する。
１㎡あたり30円
年2回まで

契約管財課
61-3941

2 自治会管理防犯灯補助事業
自治会内に新規で設置するLED防犯灯の設置費用（支柱も含む）、または、LED以外の防犯灯から
LEDの防犯灯に変更する設置費用に対し助成する。ただし、その電気料及び修繕費については、自
治会の負担とする。（申請書の受付期間を原則、当該年度4月1日～12月28日までとする。）

限度額　10万円
防災安全課

61-3951

3
自主防災組織等補助金
（活動費補助金）

自主防災組織が防災活動に必要な経費に対して助成する。（自主防災訓練の経費、啓発活動の経
費、地区住民の対応に必要な経費）（申請書の受付期間を原則、当該年度4月1日～12月28日までと
する）
※事前申請

対象経費の100％
限度額　2万円

防災安全課
61-3951

4
自主防災組織等補助金
（資機(器)材購入費補助金）

自主防災組織が資機材を購入するために必要な経費に対し助成する。
（申請書の受付期間を原則、当該年度4月1日～12月28日までとする）
※事前申請

避難用資機材80％
救出・救助用資機材・その他50％
限度額　30万円

防災安全課
61-3951

5 防犯カメラ設置補助金

自治会内の犯罪防止を目的に特定の場所に継続的に設置されるカメラで、自治会が防犯カメラを新
規で設置する事業に要する経費に対して助成する。ただし、保守、修理、電気料金などの維持管理
に係るもの及び振込手数料については、自治会の負担とする。（受付期間は原則、当該年度4月1日
～7月30日までとする）

対象経費の100％
限度額　15万円

防災安全課
61-3951

6 戸別受信機購入費補助金
戸別受信機及びアンテナを新規で設置する費用に対し助成する。
(戸別受信機及びアンテナ等工事費を対象とし、修理、コンセントの設置、乾電池購入、アンテナ設置
に係る支柱の設置にかかる費用は対象外)

対象者負担額
　非 課 税 世 帯　  約2万円負担
　非課税世帯以外　約3万円負担

防災安全課
61-3951

7 老朽空き家等解体補助金
町内の老朽化した住宅等を解体する方に解体費の一部を補助（強風時など、住宅から瓦等が飛散
し近隣住宅へ危害を及ぼす空き家等に対し補助を行う）
受付期間は令和5年7月31日まで　※事前申請

解体費用の1/3を補助
老朽空き家　限度額50万円
準老朽空き家　限度額30万円

防災安全課
61-3951

8 地区コミュニティ会館整備支援事業地区コミュニティ会館（集落センター等）の新築・増改築に要する経費を助成する。

新築
　補助率 　1/3（県補助あり2/3以内）
　限度額 　500万円（県補助あり1,000万
円）
修繕
　補助率 　1/3（県補助あり2/3以内）
　限度額 　300万円（県補助あり450万円）
バリアフリー
　補助率 　1/3
　限度額 　30万円
空調設備工事（令和5年4月1日施行）
　補助率 　1/3
　限度額 　30万円

総合政策課
61-3942

令和5年　町内会等に対する補助事業一覧 　　
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補助事業の名称 事業の内容 補助額又は補助率 担当課
令和5年　町内会等に対する補助事業一覧 　　

9 一般コミュニティ助成事業

宝くじの社会貢献事業として、地域コミュニティ活動に直接必要な設備・備品等（建築物、消耗品は
除く）の整備に対し助成する。
令和５年度は、令和６年度実施事業についての申請を受付ける。申請時期は、例年8月～10月。助
成内容は変更となる場合あり。

助成金　100万円から250万円
総合政策課

61-3942

10 コミュニティセンター助成事業

宝くじの社会貢献事業として、地域コミュニティ活動を推進し発展を図ることを目的とした集会施設の
建設または大規模修繕等の整備に対し助成する。
令和５年度は、令和６年度実施事業についての申請を受付ける。申請時期は、例年8月～10月。助
成内容は変更となる場合あり。

補助率　対象事業費の3/5
限度額　1,500万円

総合政策課
61-3942

11 廃棄物施設整備事業
町内会の廃棄物施設（ごみ集積場）に要する経費に対し助成する。
（新設・入替は町区内のごみステーション数により単年度に補助できる施設数が異なる）
（修繕・補修は施設の維持に必要な部材の取替、付帯設備の追加に関するものとする）

新設・入替　１施設あたり　限度額　10万円
修繕・補修　１地区あたり　限度額　 3万円

住民税務課
61-3945

12 古紙回収推進事業
地域・団体等が実施する古紙回収に対し奨励金を支給する。
古紙等（新聞・雑誌･ダンボール・雑がみ等対象）

古紙類1Kg当たり4円
住民税務課

61-3945

13 野良猫不妊手術に係る助成事業
野良猫の被害対象区域住民からの申請により手術費を一部助成する。
自治会長(区長)による野良猫である確認が必要となる。

野良猫不妊手術費用に係る一部助成
オス1匹：5千円　　メス1匹：7千円

住民税務課
61-3945

14 永平寺町遊具整備費補助金 町内会または自治会等が管理している遊具を新設・修繕・入替に要する費用に対し助成する。
（整備に要する経費）　　補助率　1/2
　
最高補助限度額　30万円

子育て支援課
61-7250

15 林道維持管理事業補助金
地元林道の維持管理（側溝の土砂上げ、草刈等、機械による施工）を地域住民が共同で取り組むこ
とに対して助成する。

側溝の土砂上げ、草刈等：
　　　　　　   500ｍ当たり1万円
　　　　　　   限度額　2km　4万円
機械施工 ： 限度額　30万円

農林課
61-3947

16 山ぎわ森林整備事業補助金
人家や道路など、重要なインフラに隣接する山ぎわの危険木の伐採や間伐等の森林整備を支援し、
山ぎわ森林整備の促進を図る。（対象森林は地域森林計画に記載された森林である必要がある為、
対象になるかは、農林課へお問い合わせ下さい。）

補助率：100%
1申請あたり限度額400千円（1千円未満の
端数は切り捨て）

農林課
61-3947
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補助事業の名称 事業の内容 補助額又は補助率 担当課
令和5年　町内会等に対する補助事業一覧 　　

17 有害鳥獣対策地区協力補助金

町内の地域における鳥獣被害対策の促進及び育成・強化を図り、鳥獣被害を最小限に食い止める
ため、地域の鳥獣被害対策にかかる費用の支援を行う。補助対象地区は、町内の地域で、鳥獣被
害対策地区リーダー(鳥獣被害対策実施隊員)を選出し、鳥獣被害対策地区リーダーを中心に、鳥獣
被害対策組織を設置した地区に対して助成する。

本補助金の補助上限額は10万円とする。
(１千円未満の端数は切り捨て)

〇補助率：10/10
・鳥獣被害対策に係る研修および啓発に
かかる費用
・鳥獣の追払いに係る消耗品費（爆竹、ロ
ケット花火等）

〇補助率：1/2以内
・鳥獣の追払いに係る備品購入費（電動ガ
ン、パチンコ等）
・鳥獣を寄付けないための対策に係る費
用（放任果樹の除去に係る費用等）

農林課
61-3947

18 地域をつなぐ河川環境づくり推進事業
町内河川の堤防及び河川内を地域住民の協力により河川堤防の草刈活動を行い、それにかかる経
費の一部を助成する。
　※県管理の河川のある地区が対象

作業人数及び経費によって補助額を決定
限度額　7万円

建設課
61-3948

19 原材料費支給事業
自治組織等による施設（道路、道路に付随する排水路、道路法面）の維持管理に対し、原材料を支
給する。

1地区限度額10万円
建設課
61-3948

20 除排雪作業用燃料支給事業

狭隘路線や防火水槽（消火栓）周辺、ごみ集積場など地域住民が行う除排雪作業に対して、燃料を
支給する。
※事前に燃料支給資格証の交付が必要
※支給期間：12月１日～翌年3月31日

油種：ガソリンまたは軽油
限度量：1地区200リットル（2種合算）

建設課
61-3948

21 わがまち夢プラン育成支援事業
町内会、地域振興会等が自ら望むまちを自らの手で、夢を持って創り上げる活動を支援する。地域
の活性化につながる事業、地域課題の解決を図る事業、資源を活かし地域の魅力を高める事業等
を対象とする。

対象経費の2/3以内
限度額　20万円（1事業3回まで）

生涯学習課
61-3400

22 伸びゆく永平寺町民運動推進事業

町民指標の具現化をめざし、自分自身の努力で自らを向上させ、また、お互いの協力によって自分
の住んでいる地域を、住みよくしようとするため、町内全地区でまちづくり運動を提唱するとともに、
住みよいまちづくりに向けて取り組む地区に対し、その活動を支援する。事業内容により、Aプラン、
Bプランの区分あり。

対象経費の1/2以内
　Aプラン8万円限度
　Bプラン3万円限度

生涯学習課
61-3400

23 地域づくり応援事業補助金
地域の自然、歴史、文化、観光、生活習慣等の地域資源を活かした住民相互扶助による自発的な
地域づくり活動に資する各種催しや事業を支援する。地域振興会や複数の町内会が中心となる、お
おむね永平寺町民で構成される団体を対象とする。

対象経費の1/2以内
限度額　100万円

生涯学習課
61-3400
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補助事業の名称 事業の内容 補助額又は補助率 担当課
令和5年　町内会等に対する補助事業一覧 　　

24 青少年健全育成支援事業

宝くじの社会貢献事業として、青少年の健全育成に資するための、スポーツ・レクリエーション活動や
文化・学習活動に関する事業及びその他コミュニティ活動のイベントに関する事業等、主として親子
で参加するソフト事業に対し助成する。
令和５年度は、令和６年度実施事業についての申請を受付ける。申請時期は、例年8月～１１月(予
定)。助成内容は変更となる場合あり。

助成金　30万円から100万円
生涯学習課

61-3400

25
地域づくり助成事業
　活力ある地域づくり助成事業

宝くじの社会貢献事業として、地域の活性化に資するための、地域資源の活用や広域的な連携を目
的として実施する特色あるソフト事業に対し助成する。
令和５年度は、令和６年度実施事業についての申請を受付ける。申請時期は、例年8月～１１月(予
定）。助成内容は変更となる場合あり。

助成金　200万円まで
生涯学習課

61-3400

26 消防施設補助金
消火栓での初期消火に使用する消防用ホース、管そう、スタンドパイプ、ハンドル及びこれらを格納
する格納箱等の整備に要する経費に対し助成する。

①（整備に要する経費）　　補助率　1/2

②補助率　2/3　 （限度額　10万円）
　 新設ホース格納箱用の消防用ホース
　 ８年以上経過した消防用ホース
　
①②を合わせた最高補助限度額　30万円

消防総務課
63-0119

※　詳しくは、各担当課へお問い合わせください。
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⑤ 区長配布物について 

 毎月第１、第３金曜日に区長配布をしています。区長の皆様には配布のご協

力をお願いいたします。 

 令和５年３月より全戸配布・回覧物の電子データを町ホームページに掲載し

ます。詳しくは、別紙 11 ページをご覧ください。 

 

⑥ 区長会資料について 

町のホームページにて、区長会資料及び様式を掲載いたしますので、ご

利用ください。 

 

 

 

 

 

 

【問い合せ先】 

永平寺町役場 総務課 

℡ 0776-61-3941 
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“ 投票日 その日が無理なら 期日前 ” 

  福福井井県県知知事事選選挙挙  

福福井井県県議議会会議議員員選選挙挙  

投投投   票票票   日日日   ４４４月月月９９９日日日（（（日日日）））    

投票時間 午前７時～午後８時 

期 日 前 投 票 

＜ ３月２4日～４月８日  午前８時３０分～午後８時 ＞ 

投票日に仕事やレジャー、地域行事などで投票日に行けない方は 

期日前投票ができます。 

○期日前投票所  永平寺町役場 本庁 

永平寺町役場 永平寺支所 

                            永平寺町役場 上志比支所 

   ★ ４月１日(土)・２日(日)・８日(土)は、午前１０時から午後５時まで 

「ハニー松岡店」 と 「ARENA福大病院前店」においても 

期日前投票所を設置します！ 

各投票所における投票管理者の選任にご協力を 

お願いします。 

○永平寺町選挙管理委員会 

電話６１－３９４１（総務課直通） 
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永平寺町役場　事務組織構図・主な業務

◆永平寺町役場　本庁 〒910-1192　永平寺町松岡春日1丁目4番地 代表電話番号　℡：61-1111

課　（室）　名　 直通電話番号

総務課 61-3941

契約管財課 61-3924

防災安全課 61-3951 地域防災計画の策定、防災、防犯、交通安全に関することなど

財政課 61-3933 予算の編成、財政計画など

（行政改革推進室） 行政改革に関すること

総合政策課 61-3942 町政の総合的な企画・調整、地方創生、総合振興計画の策定、定住促進、広報・公聴、企業誘致、宅地造成、

脱炭素社会の推進、その他環境政策の推進に関することなど

（情報政策室） 地域情報化の推進、広域圏（電算）との連携、

（公共交通対策室） えちぜん鉄道・路線バスの利用促進、コミュニティバス、その他公共交通に関することなど

農林課 61-3947 農林水産業・食育地産地消・有害鳥獣対策・土地改良・農業委員会に関することなど

建設課 61-3948 土木工事の企画・測量・設計、都市計画、公営住宅、屋外広告物に関することなど

子育て支援課 61-7250 子育て支援に関すること、幼稚園・幼児園・児童館・児童クラブ・子育て支援センターの運営管理など

住民税務課 61-3945 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、諸証明、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、

マイナンバーカード、一般廃棄物など

61-3944 町税の賦課・徴収（住民税・固定資産税・軽自動車税・国保税等）

（債権管理室） 町税や料金の滞納整理に関すること

福祉保健課 61-3920 高齢者福祉、障害者福祉、介護保険に関すること、福祉医療助成、生活困窮等に関することなど

（健康長寿室） 高齢者の健康・生きがいづくりに関すること

（保健センター） 61-0111 健康づくり、健診、予防接種に関すること、母子健康手帳の発行や母子健康相談など

会計課 61-3949 出納、決算、有価証券に関することなど

議会事務局 61-3950 議会運営など

商工観光課 61-3921 商工業の振興、労働政策全般、観光情報の発信など

（ブランド戦略室） ブランド戦略に関すること

学校教育課 61-3937 学校等の財産に関すること、学校給食、小中学校児童生徒の就学、入学・転校に関することなど

生涯学習課 61-3400

（男女共同参画室） 男女共同参画社会の推進、青少年健全育成・活動の推進など

（町立図書館） 61-7117 図書、記録、古文書、視聴覚資料その他必要な資料の提供・収集・保存など

◆永平寺町役場　支所 〒910-1292　永平寺町東古市第10号5番地（永） 〒910-1392　永平寺町栗住波第1号1番地（上）

課　（室）　名　 直通電話番号

永平寺支所 63-3111

上志比支所 64-2211

◆松岡上水道管理センター 〒910-1139　永平寺町松岡木ノ下2丁目201番地

課　（室）　名　 直通電話番号

上下水道課 61-0277 上水道、下水道、合併処理浄化槽に関することなど　　※下水道（御陵地区）…五領川公共下水道事務組合(67-1602)

◆町内施設一覧
施設名 直通電話番号 施設名 直通電話番号 施設名 直通電話番号 施設名 直通電話番号

消防本部・消防署 63-0119 町立図書館　上志比館 64-3170
松岡総合運動公園
（you meパーク）

61-3485 松岡子育て支援センター 61-0750

永平寺町保健センター 61-0111 松岡公民館 61-7222
上志比文化会館
サンサンホール

64-3170 永平寺子育て支援センター 63-3113

松岡福祉総合センター
（翠荘）

61-0111 永平寺公民館 63-3111
永平寺緑の村
ふれあいセンター

63-4222 上志比子育て支援センター 64-3100

地域包括支援センター
（本庁内）

61-6166 上志比公民館 64-2244 四季の森複合施設 63-2111 松岡河川公園 61-4010

永平寺老人福祉センター
（永寿苑）

63-3868 松岡ふるさと学習館 61-6677 松岡児童館 61-0750

町立図書館 61-7117
松岡農業構造改善
センター

61-3151 志比児童館 63-3113

町立図書館　永平寺館 63-3112
松岡多目的センター
（ざおう荘）

61-6900 上志比児童館 64-3100

◆幼稚園・幼児園 ◆小・中学校
園名 直通電話番号 園名 直通電話番号 学校名 直通電話番号 学校名 直通電話番号

松岡幼稚園 61-0002 志比幼児園 63-2307 松岡小学校 61-0069 松岡中学校 61-0048

吉野幼稚園 61-1520 志比北幼児園 63-2593 吉野小学校 61-0228 永平寺中学校 63-2075

松岡東幼児園 61-0346 上志比幼児園 64-2145 御陵小学校 61-2004 上志比中学校 64-2040

松岡西幼児園 61-0367 志比小学校 63-2009

御陵幼児園 61-2001 志比北小学校 63-2504

なかよし幼児園 61-1092 志比南小学校 63-2040

志比南幼児園 63-2298 上志比小学校 64-2029

主な業務内容

町民サービス、窓口業務、健康長寿クラブ、永平寺地区、上志比地区に関することなど

R5.1現在

主な業務内容

人事、選挙、区長会、人権啓発、消費者行政、交通災害共済、情報公開、行政不服審査、日中友好交流など

入札及び契約・参加資格、指名委員会、工事検査、庁舎管理、財産管理、公用車管理、土地賃貸借支払、指定管理制度など

生涯学習・社会教育、文化財保護、公民館・体育施設・図書館の管理運営、スポーツの振興、国際交流、人権教育など

主な業務内容
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住民税務課からのお知らせ・お願い 

一部受付内容の廃止について 

今回より、役場会場での以下の内容の申告はご遠慮ください。 

福井税務署（要予約）での相談または電子・郵送での提出をお願いします。 

〇不動産や株式の譲渡に係る所得  〇株式配当・利子に係る所得 

〇初年度の住宅借入金等控除    〇雑損控除    

農業所得や医療費控除を申告する際は、事前集計をお願いします 

 農業所得の申告の際は、収入および経費は事前にご自宅で集計のうえお越しください。 

領収書・レシートなどをそのまま持参される方が見受けられますが、帳簿または集計表に

必ず事前集計をお願いします。未集計の場合は申告受付をお断りする場合があります。 

 記入方法などについて、ご不明な点がありましたら申告期間前に役場住民税務課までご

相談ください。 

 

混雑緩和・感染予防のため、郵送での提出にご協力ください 

 例年、役場会場は１時間以上の待ちが発生するなど大変混雑します。 

 今年度より、書類（源泉徴収票など）からの簡単な転記で住民税申告書を作成できる

「簡易申告書」を１月下旬に対象の方（例年、扶養控除のみなど簡易な申告のみをされて

いる方）に発送いたしますのでぜひご利用ください。 

 

スマートフォンを使った順番受付予約システムをご利用ください 

役場各会場では、受付順番予約システムを導入しています。 

スマートフォンからご自宅で順番予約でき便利です。ぜひご利用ください。 

【利用の仕方】 ※詳細な利用方法は広報２月号に掲載予定です。 

①永平寺町役場の公式ＬＩＮＥと友達になる 

②トーク画面で「確定申告順番待ち」を選ぶ（2月上旬より利用可能） 

③申告会場を選び、「発券する」ボタンを押すと番号札が発行される。 

スマートフォンをお持ちでない方も、申告会場の発券機より番号札の発券が可能です。 

発券時間 当日８：３０～１６時 ※発券は当日のみとなります。 
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令和５年１月 

 

 区 長 各位 

 

                        永平寺町福祉保健課長 

 

在宅医療介護を支える「地域包括ケアシステム」地区説明会について 

 

日頃より、保健・福祉行政にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

 さて、超高齢社会を迎えたなかの課題には、医療・介護の専門職から地域の様々な人達が

力を合わせ対応していく必要があります。永平寺町では、地域包括ケアシステムの構築、稼

働を目指しており、ついては、皆様への説明の機会を得たくご案内差し上げます。 

 下記をご利用いただき返信、またはご連絡をお願いします。 

 

地区の皆様がお集まりになる機会に、30分程度のお時間をいただけると助かります。 

 

記 

 

１ 依頼内容 ： 「地域包括支援システム」地区説明会 

 ２ 期  限 ： ２月 28 日（火）を目途に調査票の返信をお願いします 

 

                          永平寺町福祉保健課 担当：中村 

 

永平寺町役場 福祉保健課 行 

ＦＡＸ：０７７６－６１－３４６４  

ＴＥＬ：０７７６－６１－３９２０  

「地域包括ケアシステム」地区説明会 希望調査票 

地区名  

連絡先  

説 明 会       

開催希望日 

（決まっている場合） 

 

未定の場合  

説明会 開催場所  

後日、日程調整のご連絡を差し上げます。 
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